
１.応急的なお住まいの支援について（令和６年能登半島地震で被災された方）
石川県建築住宅課 ☎076(225)1777



２.生活再建のためのフローチャート①

全壊
(50%以上)

長期避難

大規模半壊
(40%台)

中規模半壊
(30%台)

半壊
(20%台)

基礎支援金
100万円
単身世帯
75万円

基礎支援金
50万円
単身世帯
37.5万円

加算支援金

建設・購入
200万円
単身世帯
150万円

補修
100万円
単身世帯
75万円

賃貸（民間）

50万円
単身世帯
37.5万円

➕ ➕

加算支援金

【被災者生活再建支援金】石川県生活再建支援課
☎076(225)1985

【臨時特例給付金 】コールセンター ☎076(225)1956
【自宅再建利子助成】コールセンター ☎076(225)1968

家財
50万円

自動車
50万円➕ ➕

住宅再建（最大）

賃貸（民間）
100万円

建設・購入、補修
200万円

準半壊
(10%台)

一部損壊
（10%未満）

該当なし

臨
時
特
例

給
付
金

(

能
登
６
市
町
対
象)

被
災
者
生
活

再
建
支
援
金

自
宅
再
建

利
子
助
成

住宅再建（最大）
建設・購入、補修

300万円

併用不可

石川県被災者生活
再建支援補助金

建設・購入
100万円
単身世帯
75万円

補修
50万円
単身世帯
37.5万円

賃貸（民間）

25万円
単身世帯
18.75万円

高齢者や障害者のいる世帯、資金の借入や返済が容易でないと見込まれる世帯

子育て世帯や一定の収入要件を満たす世帯

※自己負担がある場合
※自己負担がある場合

解体

公費
解体

り災証明書の発行（各市町から交付されます）

（支援金関係）



２.生活再建のためのフローチャート②

全壊
(50%以上)

大規模半壊
(40%台)

中規模半壊
(30%台)

半壊
(20%台)

準半壊・一部損壊
(10%台) （10%未満）

義
援
金

【義援金】住家・人的被害分 各市町窓口
６市町全住民分コールセンター ☎0120(102)829

【障害見舞金・災害弔慰金】石川県危機対策課☎076(225)1488

死者・行方不明者：100万円、重傷者：10万円

り災証明書の発行（各市町から交付されます）

100万円 75万円 50万円 25万円
準半壊 ：10万円
一部損壊 ： 3万円

能登半島地震により、亡くなられた方の遺族に対し、次のとおり支給
・亡くなられた方が生計を維持していた場合は、500万円
・その他の場合は、250万円

能登半島地震により、重度障害を負った方に対し、次のとおり支給
・生計を維持していた場合は、250万円
・その他の場合は、125万円

６市町全住民（七尾市・輪島市・珠洲市・志賀町・穴水町・能登町）：1人5万円

障
害
見
舞
金

災
害
弔
慰
金

（義援金・災害弔慰金等関係）



２.生活再建のためのフローチャート③

全壊
(50%以上)

大規模半壊
(40%台)

中規模半壊
(30%台)

半壊
(20%台)

準半壊・一部損壊
(10%台) （10%未満）

緊急小口資金
被災世帯（低所得世帯に
限らない）：20万円以内

生
活
福
祉

資
金
貸
付

福祉費（住宅補修費）
低所得世帯等のうち、
被災された世帯：250万円以内

福祉費（災害援護費）
低所得世帯等のうち、
被災された世帯：150万円以内

【災害援護資金貸付】石川県危機対策課 ☎076(225)1488
【災害復興住宅融資】（独）住宅金融支援機構
【生活福祉資金貸付】石川県厚生政策課 ☎ 076(225)1478

滅失：350万円以内
半壊：170万円以内

特別の事情
250万円以内 家財の1/3以上の損害

：150万円以内

全壊：250万円以内
特別の事情
350万円以内

加えて、世帯主が
１ヶ月以上の負傷
の場合：350万円

以内

世帯主の１ヶ月以上の負傷
：150万円以内

加えて、世帯主が１ヶ月以上の負傷の場合：270万円
特別の事情：350万円以内

加えて、世帯主が１ヶ月以上
の負傷の場合：250万円以内

災
害
援
護
資
金
貸
付

災
害
復
興
住
宅
融
資

（
住
宅
金
融
支
援
機
構
）

建設・購入
建設（土地取得資金あり）・購入：5,500万円以内
建設（土地取得資金なし） ：4,500万円以内

補修
2,500万円以内

り災証明書の発行（各市町から交付されます）

（貸付金関係）


